
 

  日 薬 業 発 第 ９ ６ 号 

平成２５年７月８日 

 

都道府県薬剤師会会長 殿 

日 本 薬 剤 師 会 

会 長  児 玉  孝 

 

子宮頸がん予防ワクチンに関する情報提供について 

 

平素は本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、子宮頸がん予防ワクチンについては、接種後にワクチンとの因果関係を否定

できない持続的な疼痛が見られたことから、接種そのものの中止の必要はないものの、

国民に適切な情報提供ができるまでの間、積極的な接種勧奨の差し控えが行われてい

るところです。 

本会では、薬剤師は地域住民の健康な生活のため、健康増進や疾病予防に関する啓

発活動を積極的に行うことが重要であるとの観点から、平成 21 年 12 月に子宮頸がん

予防ワクチンが使用されるようになったことを契機に、疾病予防やワクチンに関する

研修会等の取り組みを推奨してまいりました。 

本会はこうした取り組みの趣旨として、薬剤師が疾病予防に関する知識を習得し、

使用者等への十分な説明・相談が行える環境を整えるとともに、医薬品使用における

専門家の関与のあり方について、薬局業務や学校薬剤師活動を通じて地域住民の理解

を深めていただくための活動を充実するとしてきました。とりわけ現在、子宮頸がん

予防ワクチンの接種等に関する地域住民の理解の支援が一層必要であると考えられる

ことから、下記のとおり子宮頸がん予防ワクチンに関する情報提供をいたします。 

また現状に鑑み、薬局における情報提供に際しても、接種の積極的な勧奨の差し控

えが行われていることを踏まえてご対応いただきますよう、会員各位への情報提供な

ど、よろしくお願い申し上げます。 

記 

 

○ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対応について（勧告） 

別紙ﾘｰﾌﾚｯﾄ「子宮頸がん予防ワクチンの接種を受ける皆さまへ（平成 25 年 6 月版）」 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000034kbt.html 

○厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、平成 25年度第 2回薬事・

食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会（H25.6.14 開催） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000034g8f.html  

資料２関係（子宮頸がん予防ワクチンについて） 

○厚生労働省 

子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンのページ 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/ 

子宮頸がん予防ワクチン Q&A 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/qa_shikyukeigan_vaccine.html 

子宮頸がん予防ワクチン接種の「積極的な接種勧奨の差し控え」についての Q&A 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/qa_hpv.html 
 

以 上 



平成２５年６月１４日

健発０６１４第１号

各都道府県知事 殿

厚生労働省健康局長

（公 印 省 略）

ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対応について（勧告）

ヒトパピローマウイルス感染症については、本年４月１日から、予防接種法

（昭和23年法律第68号）第５条第１項の規定による予防接種（以下「定期接種」

という。）が市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）により行われている

ところであるが、平成25年度第２回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会

副反応検討部会、平成25年度第２回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部

会安全対策調査会（合同開催）（以下「合同会議」という。）において、ワクチ

ンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛がヒトパピローマウイルス様粒子

ワクチン接種後に特異的に見られたことから、同副反応の発生頻度等がより明

らかになり、国民に適切な情報提供ができるまでの間、定期接種を積極的に勧

奨すべきではないとされたところである。

ついては、ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種に関し、当面の間、下

記のとおり取り扱うこととしたので、貴職におかれては、貴管内市町村（保健

所を設置する市及び特別区を含む。）及び関係機関等へ周知を図るとともに、

その実施に遺漏なきを期されたい。

なお、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４第１項に

規定する勧告であり、本日から適用する。

記

１ ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対象者又はその保護者（以下

「対象者等」という。）に対し、予防接種法第８条の規定による当該接種の

勧奨を行うに当たっては、市町村長は、接種の積極的な勧奨とならないよう



留意すること。

２ ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種を中止するものではないので、

対象者のうち希望者が定期接種を受けることができるよう、市町村長は「予

防接種法第５条第１項の規定による予防接種の実施について」（平成25年３

月30日健発0330第２号厚生労働省健康局長通知）の別添「定期接種実施要領」

第１の２にあるとおり、予防接種法施行令（昭和23年政令第197号）第５条

の規定による公告及び同令第６条の規定による対象者等への周知等を行うと

ともに、接種機会の確保を図ること。ただし、その周知方法については、個

別通知を求めるものではないこと。

３ 市町村長は、管内の医療機関に対して、ヒトパピローマウイルス感染症の

定期接種の対象者等が接種のために受診した場合には、積極的な勧奨を行っ

ていないことを伝えるとともに、接種を受ける場合には、ヒトパピローマウ

イルス様粒子ワクチン接種の有効性及び安全性等について十分に説明した上

で接種することを周知すること。なお、同ワクチンの有効性及び安全性等に

ついて記載した説明用資料については、別紙のとおりである。

４ ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種を含め、予防接種による副反応

の報告が適切に行われるよう、市町村長は改めて管内の医療機関に対して「定

期の予防接種等による副反応の報告等の取扱いについて」（平成25年３月30

日健発0330第３号、薬食発第0330第１号厚生労働省健康局長、厚生労働省医

薬食品局長連名通知）の周知を図ること。

５ 合同会議において、今後、早急に調査すべきとされた副反応症例について、

可能な限り調査を実施した時点で、速やかに専門家による評価を行い、積極

的な勧奨の再開の是非を改めて判断する予定であること。








